
 

相模原市監査委員公表第７号 

 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１９９条第１４項の規定により、令和５

年３月６日に実施した健康福祉局の財務監査の結果に基づき講じた措置の内容につ

いて市長から通知があったので、次のとおり公表する。 

 

令和７年３月１２日 

 

 相模原市監査委員 髙 梨 邦 彦 

 

 

 同 橋 本 愼 一 

 

 

 同 関 根 雅吾郎 

 

 

 同 大 槻 和 弘 
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１ 監査対象事務 

報酬の支出に関する事務 

 

２ 監査の実施日程 

令和４年１０月５日から令和５年３月６日まで 

 

３ 措置に係る通知日 

市長から通知があった日 令和７年２月１４日 

 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

ア 生活福祉課の報酬の支出に関する

事務及び負担金、補助及び交付金の

支出に関する事務を調査したとこ

ろ、民生委員児童委員に対する経費

の支払において次のような事例が見

られた。なお、民生委員は、民生委

員法(昭和２３年法律第１９８号)に

より厚生労働大臣の委嘱を受けて住

民の福祉の増進を図るための活動を

行うもので、同法の規定により給与

の支給のない無報酬のボランティア

であって、児童福祉法(昭和２２年

法律第１６４号)による児童委員に

も充てられている。また、民生委員

は一定区域ごとに設置された地区民

生委員児童委員協議会(以下「地区

民児協」という。)に所属し、活動

を行っている。 

（ア）実費弁償である活動費を報酬と

令和４年１０月５日から令和５年３

月６日にかけて実施された財務監査に

おける指摘事項につきましては、次の

とおり改善措置を講じました。 

 

本事案につきまして、民生委員法第

１０条の規定では民生委員には給与を

支給しないものとされているとこ

ろ、実際の活動には通信費、交通費等

の経費がかかることから、活動経費に

対する実費弁償として報酬を支払うこ

ととしていたものです。 

しかしながら、御指摘のとおり民生

委員児童委員の活動経費に対する費用

弁償を市の非常勤特別職として委嘱し

た民生(児童)嘱託員の報酬として支出

する方法は、地方自治法の規定に照ら

すと適切ではなく、国の民生委員活動

に係る地方交付税措置は、民生委員活
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して支払うことについて 

本市の民生委員児童委員は、相

模原市非常勤特別職職員の報酬及

び費用弁償に関する条例(昭和 

３１年相模原市条例第３１号)別

表第１の３５の項に規定するその

他の特別職職員として、相模原市

非常勤特別職職員の報酬等及び勤

務条件に関する規則(昭和３１年

相模原市規則第１８号)別表第２

に定める民生(児童)嘱託員の職の

委嘱を受けており、市は民生(児

童)嘱託員に対し報酬を支払って

いた。 

このことについて確認したとこ

ろ、民生(児童)嘱託員の職務は民

生委員法第１４条に規定する民生

委員の職務のとおりであり、民生

委 員 児 童 委 員 は 無 報 酬 で あ る

が、活動の経費を支援する考えか

ら市の非常勤特別職として委嘱

し、活動に必要な経費の実費弁償

を報酬として支給しているとの見

解であった。 

地方自治法第２０３条の２第１

項は普通地方公共団体は非常勤の

職員に対し報酬を支給しなければ

ならない旨を、同条第３項は非常

勤の職員は、職務を行うため要す

る費用の弁償を受けることができ

る旨をそれぞれ規定し、同条第５

動に係る実費弁償費として講じられて

いるもので、公費を財源とする活動費

の取扱いに当たっては、社会通念に鑑

み、国民の誤解や疑念が生じないよう

留意することとされていることか

ら、相模原市非常勤特別職職員の報酬

等及び勤務条件に関する規則を改正

し、民生(児童)嘱託員の職に係る規定

を削除するとともに、実費弁償として

活動費を支給する要綱を制定し、令和

６年度から活動費を実費弁償(報償費)

として支出する方法に見直しを行いま

した。 

今後は、民生委員児童委員の円滑な

活動に資するよう要綱に基づき適切に

活動費を支給し、市民の誤解や疑念が

生じないよう適正な事務の執行に努め

てまいります。 

【生活福祉課】 
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項はその額及び支給方法は条例で

定めなければならない旨を規定し

ている。 

報酬は役務の対価であって、職

務の執行等に要した経費を償うた

め支給される金銭である費用弁償

と は 区 別 さ れ る も の で あ る か

ら、現在の民生(児童)嘱託員の活

動経費に対する費用弁償を報酬と

し て 支 払 う 方 法 は 適 切 で は な

く、条例等に費用弁償としての支

給を規定するなど、整理が必要で

ある。また、民生(児童)嘱託員の

報酬は実質的に民生委員児童委員

の職務に対して支給されるもので

あるから、民生委員法との整理も

併せて必要である。 

民生委員児童委員は無報酬であ

り、その活動に必要な経費は実費

弁償として支給されているという

仕組みを整理することは、民生委

員児童委員の円滑な活動にもつな

がることから、今後、地方自治法

や民生委員法等の関係諸規定を再

確認し、活動経費の支出方法につ

いて検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生活福祉課】  

 

 


